
日本メダカ協会新品種認定制度の流れ

Google Formから
申し込み

書類審査
Ⅰ

出品者に不合格を
メールで通知

不備のあった場所
を指摘 不合格

訂正して再提出（無料）

合格

書類審査
Ⅱ

出品者に不合格を
メールで通知

不備のあった場所
を指摘 不合格

審査のポイント
・内容に不備がないか
・過去にない特徴か（新品
種なのか）
・作出経緯が明確か

審査のポイント
・申請内容の特徴と生体の
特徴が一致しているか

出品者に合格を通知
生体審査のため生体提供を依頼

合格

生体審査

所定の様式を記入
＋写真提出

年２回開催される生体審査会場に
生体持ち込みもしくは送付
出品料3,000円（協会員は無料）

審査のポイント
・申請内容の特徴と生体の
特徴が一致しているか

出品者に合格をメールで通知
新品種認定証を発行

協会発行の写真集への掲載

合格

出品者に不合格を
メールで通知

不備のあった場所
を指摘 不合格

令和４年３月
運営 日本メダカ協会

 審査は全部で３回あります。
 日本メダカ協会員、非協会員問わずだれでも申し込み可能です。
 書類審査は通年受付しています。書類審査は月一回、生体審査は年二回開催予定です
 書類審査は無料です。生体審査は有料（協会員は無料）です。

希望すれば再審査（要出品料）

訂正して再提出（無料）


